
令和２年第３回 国東市議会臨時会 提出議案 
報告 

第 10号 
専決処分の報告について(工事請負契約の変更について) Ｐ １ 

議案 

第 53号 
令和 2年度国東市一般会計補正予算(第 4号) Ｐ ３ 

議案 

第 54号 

国東市附属機関設置条例及び国東市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 
Ｐ ４ 

 

報告  １件 

議案  ２件 

計   ３件 
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 報告第 10号 

 

   専決処分の報告について（工事請負契約の変更について） 

 

 工事請負契約の変更をすることについて、市長の専決処分事項に関する条例（平成

20年国東市条例第 22 号）第 4号の規定に基づき別紙のとおり専決処分したので、地

方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第 2項の規定により議会に報告する。 

 

  令和 2年 8月 3日提出 

 

   国東市長 三 河 明 史    
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   専決処分書 

 

 次のように工事請負契約の一部を変更することについて、市長の専決処分事項に関

する条例（平成 20年国東市条例第 22号）第 4号の規定に基づき下記のとおり専決処

分する。 

 

  令和 2年 7月 28日 

 

                  国東市長 三 河 明 史    

 

 

 

記 

 

 

 

１．工 事 名    平成３１年度（債務） 

国東市義務教育学校新設校舎等建設工事（建築主体工事） 

 

２．契約締結年月日  令和元年 7月 24日 

 

３．契約の相手方 

受 注 者   菅・木戸特定建設工事共同企業体 

           代表構成員 豊後高田市香々地 4089番地 

                 株式会社 菅組 

  代表取締役 堤 俊之 

             構成員 国東市国東町富来浦 1560番地 

                 木戸産業株式会社 

 代表取締役 山田 耕司 

 

４．契約変更事項   契約金額「９７９，３９０，５００円」を 

           「９８１，７６１，０００円」とする。 

 



3 

 議案第 53号 

 

   令和 2年度国東市一般会計補正予算（第 4号） 

 

 令和 2年度国東市一般会計補正予算（第 4号）を別紙のとおり定める。 

 

  令和 2年 8月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 54号 

 

   国東市附属機関設置条例及び国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 国東市附属機関設置条例及び国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和 2年 8月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市附属機関設置条例及び国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬    

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 (国東市附属機関設置条例の一部改正) 

第 1 条 国東市附属機関設置条例(平成 19 年国東市条例第 2 号)の一部を次のように

改正する。 

  別表市長の部国東市空家等対策協議会の項の次に次のように加える。 

国東市いじめ問題再調

査委員会 

いじめ防止対策推進法(平成 25年法律第 71

号)第 30条第 2項の規定に基づき、いじめ

問題を再調査すること。 

5人以内 

 

  別表教育委員会の部国東市教育委員会評価委員会の項の次に次のように加える。 

国東市いじめ問題対

策連絡協議会 

いじめ防止対策推進法(平成 25年法律第 71

号)第 14 条第 1 項の規定に基づき、同項に

規定するいじめの防止等に関係する機関及

び団体の連携の推進に関し必要な事項を協

議するとともに、当該機関及び団体相互の

連絡調整を図ること。 

10人以内 

国東市いじめ対策委

員会 

いじめ防止対策推進法(平成 25年法律第 71

号)第 14 条第 3 項の規定に基づき、同項に

規定するいじめ防止等のための対策を図る

とともに、同法第 28条第 1項の規定に基づ

き、同項に規定するいじめの重大事態につ

いて調査すること。 

5人以内 
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 (国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正) 

第 2 条 国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成

18年国東市条例第 53号)の一部を次のように改正する。 

  別表景観相談員の項の次に次のように加える。 

いじめ問題対策連絡協議会委員(有資格者 弁

護士・医師・臨床心理士等） 

〃 20,000円 

いじめ問題対策連絡協議会委員(一般） 〃  4,500円 

いじめ対策委員会委員(有資格者 弁護士・医

師・臨床心理士等） 

〃 20,000円 

いじめ対策委員会委員(一般） 〃  4,500円 

いじめ問題再調査委員会委員(有資格者 弁護

士・医師・臨床心理士等） 

〃 20,000円 

いじめ問題再調査委員会委員(一般） 〃  4,500円 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめ防止等の対策及び重大事

態の調査を目的とする附属機関を設置するにあたり、関係条例の一部を改

正する必要があるので提出する。 


